
大田区における重層的支援体制整備事業構築に向けて

＜国の動向と区の推進経緯＞

国等の動向

平成28年 〇「ニッポン一億総活躍社会」（閣議決定）
地域共生社会の実現が盛り込まれる。
・「子ども・若者育成支援推進大綱」の策定
・「障害者総合支援法」「児童福祉法」の改正

平成29年 〇社会福祉法の改正
高齢者・障がい者、子ども等への包括的な支援

体制の整備を努力規定

平成30年 ・生活困窮者自立支援法の改正
・児童福祉法の改正

令和元年 ・児童虐待の防止等に関する法律の改正
・住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の
促進に関する法律

令和２年 〇改正社会福祉法の改正
包括的支援体制の具体化として重層的支援体

制整備事業が創設

区の関連施策・計画

総務部
〇配偶者暴力相談支援センター機能設置（平成30年）
〇第8期大田区男女共同参画推進プランの策定（令和３年）

地域力推進部
〇大田区子ども・若者計画の策定（令和３年）

福祉部
〇おおた子どもの生活応援プランの改定（令和３年）
〇大田区地域福祉計画の改定（平成31年）
大田区版「地域共生社会の実現」を掲げる。

健康政策部
〇おおた健康プラン第三次（大田区自殺対策計画含む）の策定

（令和元年）

子ども家庭部
〇大田区子ども・子育て支援計画を策定（令和２年）

まちづくり推進部
〇大田区居住支援協議会の設立（令和元年）
〇大田区住宅マスタープラン（令和３年）

教育総務部
〇おおた教育ビジョンの策定（令和元年）

大田区においても様々な要因が複合化した課題の対応が各相談機関で求められている。

ひきこもり・不登校 精神疾患 ヤングケアラー 自殺対策 ＬＧＢＴＤＶ・虐待 要配慮者

包括な支援の体制の構築を分野ごとではなく区全体で構築することが必要
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生活困窮
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